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１ 能登半島の応援体制
応急給⽔・応急復旧の組織体系

関東⽀部の執務スペース（⾦沢市企業局１階）

⽇本⽔道協会 ⽇本⽔道協会中部地⽅⽀部
名古屋市（⽀部⻑都市）

⽇本⽔道協会関東地⽅⽀部
・横浜市（⽀部⻑都市）
・東京都

⽇本⽔道協会関⻄地⽅⽀部
・⼤阪市（⽀部⻑都市）
・神⼾市



２ 横浜市⽔道局の応援体制 現地横浜市

担当課長、担当係長。職員

局内情報共有（事務局）
日本水道協会との調整
応援都市の要請・差配・調整
派遣隊総合調整
資金調達・宿泊先手配 ほか

総務課（危機管理担当）

応急給水活動の状況の把握
・要請内容、活動内容の把握

復旧状況の把握
・復旧の進捗状況
・現地活動の課題 等

意思決定
・復旧方針・派遣隊の決定等

水道局長、水道技術管理者
部長級、統括課の課長・係長

水道局災害対策本部

水道施設の復旧
被災事業体との調整
応援他事業体との連携
復旧事業者への指示・調整

現地情報収集・整理
派遣隊数・派遣者調整
給水車配車調整 等

統括課(ｻｰﾋﾞｽ推進課)

応急給水

全部署 対象

給水車による給水活動
給水車の配置調整
応援他事業体との連携

隊 長：課長級
副隊長：係長級
隊 員：職 員

隊編成

関係省庁等情報
収集・整理
派遣隊数・派遣者調整

統括課（計画課）

応急復旧

水道施設復旧・道路啓開
等現地情報収集
能登半島全体管路復旧
状況情報収集

統括課（配水課）

水運用検討支援等
現地サポートチーム

南北配水管理課

応急復旧

技術系部署対象

隊 長：課長級
副隊長：係長級
隊 員：職 員

隊編成

応急復旧

応急給水

⽀援

⽀援命令



２ 横浜市⽔道局の応援体制（現地の体制）

隊⻑︓課⻑
隊員︓係⻑（2名）

総合調整隊 復旧調整隊 応急復旧隊

1回の派遣期間は概ね８〜９⽇
応急復旧ピーク時は、1回の派遣で職員23名＋事業者を派遣

【横浜市】
隊⻑︓係⻑
隊員︓職 員(４名程度)

志
賀
町

【横浜市】
隊⻑︓課⻑級
隊員︓係⻑級(１名)

職 員(４名程度)

(

門
前
地
区)

輪
島
市

【横浜市】
隊⻑︓係⻑級（１名×２隊）
隊員︓職 員（４名程度×２隊）

横浜市の事業者２〜３社

【他事業体】（最⼤８班）
関東地⽅⽀部で要請した 応援事業体の職員

応援事業体都市の⼯事事業者
地元⼯事事業者

金沢市企業局
志
賀
町

(
門
前
地
区)

輪
島
市

・現地総合調整
関係省庁、⽇⽔協、
各地⽅⽀部及び関東
地⽅⽀部内の調整

・各地の復旧状況確認
・現地課題解決 等
・横浜市⽔道局本部と
の連絡調整

･被災事業体との調整
･⽔道施設被害状況調査
･配管ルート被害状況調査
･送配⽔計画の検討、調整
･復旧計画の⽴案
･復旧隊の差配、調整
･復旧材料等調達調整
･復旧進捗整理、報告

志賀町全体の応急復旧作業
⾃治体︓断通⽔作業・復旧作業監督業務
事業者︓復旧⼯事

輪島市地原浄⽔場系統を中⼼とした応急復旧作業
⾃治体︓断通⽔作業・復旧作業監督業務
事業者︓復旧⼯事

【他事業体】（最⼤８班）
関東地⽅⽀部で要請した 応援事業体の職員

応援事業体都市の⼯事事業者
地元⼯事事業者



３ ⼯事事業者の派遣（災害協定）

災害協定

・災害協定 要旨
東⽇本⼤震災の経験を踏まえ、市内

のみならず市外が被災した場合におい
ても、より迅速で組織的に⽔道施設等
の復旧活動が⾏えるよう、 (社)横浜市
建設業協会及び横浜市管⼯事共同組合
と災害協定を締結

・協⼒⼯事事業者︓約330社
・復旧作業内容
局の要請による⽔道施設等復旧作業

・契約形態
概算契約による随意契約

水道局 (社)横浜市建設業協会
横浜市管工事共同組合

作業隊
(事業者)

派遣要請
・派遣先
・⼈員
・必要機材等

派遣事業者の
選定

派遣可否
回答

⽔道局に回答
・派遣事業者
・⼈員
・資機材等

要請の回答
受理

派遣要請
・復旧作業
・派遣先
詳細を連絡

派遣出動
・局復旧隊と
連絡調整

派遣要請の流れ



４ 応急復旧活動の基本⽅針



現地調査 復旧計画策定 復旧工事

応急復旧の流れ

４ 応急復旧活動の基本⽅針



現地調査

復旧活動で活⽤できる
既存の管路台帳、マッ
ピングシステム、⽔道
施設監視システム、竣
⼯図書（浄⽔場、配⽔
池、管路）を調査

管路台帳等の

既存データの確認

取⽔、浄⽔施設の被害
及び稼働状況（処理能
⼒）を確認。被害が⼤
きい場合は、代替⽔源
や仮設浄⽔場の設置を
検討

水道施設

（取水、浄水）

道路損壊が激しい場合
は、埋設管も被害が想
定される。液状化の発
⽣有無、⽔管橋被害も
併せて確認

配⽔管、道路被害

病院、避難所、地区セ
ンター等優先給⽔施設
を確認。被災事業体と
綿密に打合せのニーズ
を⼗分に汲むこと

優先給⽔施設の確認

４ 応急復旧活動の基本⽅針



復旧計画策定及び復旧活動

復旧エリアの設定

•現地⽔道システム
を参考に、⽔道施
設被害状況を加味
し、復旧エリアを
設定

優先復旧ルート
の選定

•⼈⼝集中地区
•避難所、仮設住宅に
配慮(被災地ニーズ)

•耐震管の優先活⽤
•送⽔管・配⽔本管を
優先（線から⾯へ）

通⽔作業

•通⽔可能量
（配⽔池貯⽔量、
浄⽔可能量）
に応じて漏⽔調査
範囲の設定

管路復旧作業

•現況復旧or仮設配管
•現地での材料調達
•「管路修理報告書」
を⽤いた実績報告

各都市復旧応援隊への復旧計画説明会（＠志賀町）

４ 応急復旧活動の基本⽅針



応急復旧活動（志賀町）

派遣期間１⽉５⽇から３⽉８⽇

５ 応急復旧活動



 志賀町上⽔道（南側）に富来地区上
⽔道（北側）が事業統合

 主に地下⽔から成る22の⽔源をもち、
12の浄⽔場で構成される配⽔ブロッ
クを形成

 ５つの浄⽔場と配⽔池は⽐較的被害が軽微
 北側の浄⽔場・配⽔池は修繕が必要だったた
め、南側から漏⽔調査・復旧を開始

 南側と⽐較すると液状化が⼤規模に発⽣した
北側で管路被害が多数

志賀町ホームページ引⽤



迅速な応急復旧計画の策定と円滑な管路復旧作業
の継続により早期復旧を実現

浄⽔場

１次隊による優先復旧ルートの策定
（イメージ）

資機材置き場の迅速な確保(1/11)
病院・
仮設住宅・
避難所等



復旧作業の様⼦

七海配⽔池被害及び復旧
左上 道路損壊
右上 配管の離脱
右下 復旧状況

震度７記録

七海配⽔池

志賀町ホームページより



応急復旧活動（輪島市）

派遣期間１⽉５⽇から５⽉３１⽇

５ 応急復旧活動



 １つの浄⽔場（地原浄⽔場）から
各エリアへの配⽔の拠点となる
本市配⽔池に送⽔し、そこから下流
の配⽔池へ配⽔

 北部、南部エリアは多段加圧給⽔⽅式
で末端まで配⽔

（配水池の水位と密接に関連した運転管理）

 各⽅⾯への配⽔の拠点となる本市配
⽔池への送⽔管が破断

 その他の配⽔池への送⽔ルートにも
被害が多発

 管路被害が多発。特に、北部、南部
の加圧給⽔エリアは単管路形式のた
め通⽔に時間を要する

浄水場

配水池

本郷地区
⾨前地区

七浦･浦上地区

阿岸地区

仁岸地区

清土ポンプ場

北川浄水場

輪島市ホームページ引⽤



被害の特徴を受け・・・
・復旧すべき配⽔本管を選定。
・給⽔の優先施設と場所の特定。
そのうえで
①・② 仮設配管による迅速な送⽔復旧
③ 配⽔池やポンプ場配⽔槽への運搬給⽔

① 各⽅⾯への配⽔の拠点となる本市配⽔池への送⽔管が破断
② その他の配⽔池への送⽔ルートにも被害が多発
③ 管路被害が多発。特に、北部、南部の加圧給⽔エリアは単管路形式
のため通⽔に時間を要する



地原浄⽔場側

⾄本市配⽔池

DIPφ250からφ100が分岐されている
管の管末と仮設管を接続

仮設配管による迅速な送⽔管復旧（地原浄⽔場〜本市配⽔池）

仮設配管



配⽔池への運搬給⽔と早期修繕

本市配⽔池への給⽔⾞によ
る充⽔で発⾒された漏⽔箇
所の修理

浄水場

配水池

仮設配管

配水池への
運搬給水

輪島市ホームページ引⽤



仮設配管と下流ポンプ場配⽔槽への運搬給⽔

配水池

清土ポンプ場へ直接給水
沿岸部の漏水調査・修理を先行
するため、北陸地方整備局と連携
し、国交省の給水車によるポンプ
場への直接給水を実施。

大規模な土砂崩れ発生個所
沿岸部への往来に利用する主な
通行ルートでないため、道路復旧の
優先順位が低いルートに主要管路が
埋設されていた。

輪島市ホームページ引⽤



⼤規模な⼟砂崩れ箇所での応急復旧状況

【横浜の応急復旧班が担当】 【道路崩壊した斜⾯に配管（輪島市対応）】

ワイヤーで吊り下げて配管



＜参考＞
北陸地⽅整備局資料

給⽔⾞を⽤いて、
中流域からの充⽔
により、下流の修
繕が可能となり復
旧期間を短縮でき
た事例として紹介

https://www.hrr.mlit.g
o.jp/press/2024/4/240
401honkyoku1.pdf



浄⽔池
③④

河川から取⽔

仮設の着⽔井

浄水場

配水池

本郷地区
⾨前地区

七浦･浦上地区

阿岸地区

仁岸地区

清土ポンプ場

仮設の浄⽔装置
（膜処理）

北川浄水場

仮設浄水装置の設置

阿岸地区の北川浄水場は地震発生前から
休止中。1月末から仮設の浄水装置を設置
し、北川浄水場より南側の配水エリアでの
漏水調査、修繕を実施した
（先ほどの事例と同様に中流域からの充水
をした事例）

輪島市ホームページ引⽤



６ ⼤規模地震災害から得られた教訓



• 復旧エリアの設定、給水優先施設及び優先復旧管路の検討、応援隊投入（撤退）計画等を速やかに決定し、

復旧の基本方針を固める

迅速な応急復旧計画の策定迅速な応急復旧計画の策定

•埋設管路で多数の被害が見込まれる路線では車両や歩行者の通行の妨げにならない範囲で仮設配管の

採用を検討。さらに現地で速やかに調達できる材料で修繕

臨機応変な配管方法の検討臨機応変な配管方法の検討

•現地でより円滑な応援活動を展開するため、復旧方針等の大まかな方向性は水道局災害対策本部
と合意形成し、詳細な進め方は現地状況を踏まえた考えを被災事業体に提案しながら柔軟に対応
することが望ましい。

現場状況に応じた柔軟な対応現場状況に応じた柔軟な対応

•「管路修理状況」のみならず送配水の切替作業、浄水施設の運転状況を正確に引き継ぐことが重要

精度の高い、充実した引継ぎ精度の高い、充実した引継ぎ

•時間の経過とともに避難された方々が住居に戻られたり、ボランティア活動が活発になることで、
水の需要が変化するため、復旧計画は先を見通して対応することが必要

発災後の経過期間で変化するニーズを予測する発災後の経過期間で変化するニーズを予測する



ご清聴ありがとうございました



参考資料
（応援状況）



隊 期間 人数

１次隊 １月３日～７日 ８人

２次隊 １月６日～12日 ８人

３次隊 １月10日～17日 10人

４次隊 １月16日～23日 11人

５次隊 １月22日～29日 11人

６次隊 １月28日～２月４日 11人(３名継続)

７次隊 ２月３日～10日 11人

８次隊 ２月９日～16日 11人(１名継続)

９次隊 ２月15日～22日 11人

10次隊 ２月21日～28日 11人

11次隊 ２月27日～３月５日 11人

12次隊 ３月４日～11日 11人

13次隊 ３月10日～17日 11人

14次隊 ３月16日～23日 ７人

15次隊 ３月22日～29日 ７人

16次隊 ３月28日～４月４日 ７人

【⽀援先】富⼭県氷⾒市、⽯川県輪島市及び志賀町
【派遣⼈員等】総員153⼈

給⽔⾞２台（4t、2t）
【期間】富⼭県氷⾒市︓１⽉３⽇〜５⽇

⽯川県輪島市︓１⽉６⽇〜４⽉４⽇
⽯川県志賀町︓１⽉６⽇〜３⽉15⽇

【活動内容】受⽔槽や仮設タンクへの運搬給⽔
市⺠への応急給⽔

市民への給水の様子 給水車へ注水する様子

●応急給水



【⽀援先】⽯川県輪島市及び志賀町
【派遣⼈員】総員341⼈
【期間】⽯川県輪島市︓令和６年１⽉５⽇〜５⽉31⽇

⽯川県志賀町︓令和６年１⽉５⽇〜３⽉８⽇
【活動内容】①国や市町との総合調整

②応急復旧計画の策定
③⽔道⼯事事業者と共に復旧作業

●応急復旧

復旧作業の様子 仮設配管の様子

隊 期間 人数

１次隊 １月５日～12日 ４人

２次隊 １月６日～12日 ４人

３次隊 １月10日～18日 18人

４次隊 １月13日～23日 18人

５次隊 １月19日～27日 22人

６次隊 １月25日～２月２日 23人

７次隊 １月31日～２月８日 20人

８次隊 ２月６日～14日 22人

９次隊 ２月12日～20日 21人

10次隊 ２月18日～26日 21人

11次隊 ２月24日～３月３日 21人

12次隊 ３月１日～９日 19人

13次隊 ３月７日～15日 16人

14次隊 ３月13日～21日 16人

15次隊 ３月19日～27日 16人

16次隊 ３月25日～４月３日 16人

17次隊 ４月１日～９日 ８人

18次隊 ４月７日～15日 ８人

隊 期間 人数

19次隊 ４月13日～21日 ８人

20次隊 ４月19日～27日 ９人

21次隊 ４月25日～５月３日 11人

22次隊 ５月１日～５月９日 ４人

23次隊 ５月７日～５月15日 ４人

24次隊 ５月13日～５月21日 ４人

25次隊 ５月19日～５月27日 ４人

26次隊 ５月25日～５月31日 ４人

※応援事業体延べ数
志賀町︓17事業体（横浜含む）
輪島市︓46事業体（横浜含む）


